
明
和
町
の
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
立
川
實
さ
ん
が
３
月
24
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、

後
任
に
市
村
正
男
さ
ん（
68
歳
・
新
里
）

を
同
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
が
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

今
後
予
想
さ
れ
る
市
町
村
合
併
が
行

わ
れ
る
場
合
の
組
合
財
産
の
処
分
方
法

を
組
合
規
約
に
新
た
に
定
め
ま
し
た
。

内
容
は
、
合
併
に
よ
り
加
入
、
脱
退
、

継
続
す
る
場
合
の
加
入
負
担
金
や
還
付

金
等
の
財
産
処
分
等
に
つ
い
て
の
適
用

で
す
。

今
後
予
想
さ
れ
る
市
町
村
合
併
が
行

わ
れ
る
場
合
の
組
合
財
産
の
処
分
方
法

を
組
合
規
約
に
新
た
に
定
め
ま
し
た
。

内
容
は
、
群
馬
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
規
約
と
同
様
で
す
。

道
路
や
公
園
に
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨

て
や
犬
の
ふ
ん
害
が
後
を
絶
た
な
い
た

め
、
モ
ラ
ル
や
マ
ナ
ー
の
啓
発
で
は
限

界
が
あ
り
根
本
的
な
解
決
に
至
っ
て
な

い
状
況
で
す
。
こ
の
た
め
、
ポ
イ
捨
て

等
を
禁
止
す
る
規
制
だ
け
の
条
例
で
は

な
く
罰
則
規
定
を
定
め
、
抑
制
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

内
容
は
、
町
・
町
民
等
・
事
業
者
・

土
地
所
有
者
等
の
責
務
や
ポ
イ
捨
て
等

の
禁
止
、
ふ
ん
害
の
禁
止
な
ど
を
定
め

た
も
の
で
す
。
ま
た
、
違
反
行
為
者
に

対
し
て
現
状
回
復
命
令
や
立
入
調
査
、

命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
・
事
業
者
に

３
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
こ
と
な
ど

を
定
め
ま
し
た
。
な
お
、
施
行
は
平
成

16
年
10
月
１
日
か
ら
で
す
。

公
共
下
水
道
の
一
部
供
用
開
始
に
伴

い
、
施
設
の
名
称
、
位
置
、
区
域
な
ど

公
共
下
水
道
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
ま
し
た
。

名
称
は
、
明
和
水
質
浄
化
セ
ン
タ
ー

で
、
区
域
は
江
口
、
田
島
、
南
大
島
、

新
里
、
中
谷
、
梅
原
地
区
の
各
一
部
で

す
。
な
お
、
施
行
は
平
成
16
年
４
月
１

日
か
ら
で
す
。

県
の
小
口
資
金
融
資
促
進
制
度
要
綱

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
中
小
企
業
者
を

支
援
す
る
た
め
既
往
債
務
に
つ
い
て
の

借
り
換
え
期
間
を
平
成
15
年
度
に
限
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
景
気
動
向
を
踏
ま

え
１
年
間
延
長
し
ま
し
た
。
な
お
、
施

行
は
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
で
す
。

条
例
中
の
字
句
を
改
正
し
、
併
せ
て

一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
自
宅
に
係
る
住
宅
手
当
の

給
付
が
新
築
ま
た
は
購
入
か
ら
５
年
間

に
限
定
さ
れ
た
た
め
の
改
正
を
し
ま
し

た
。庁

舎
関
連
道
路
の
改
良
工
事
を
計
画

し
て
お
り
、
補
助
事
業
申
請
に
あ
た
り

対
象
路
線
は
１
路
線
が
よ
い
と
の
指
導

を
受
け
、
９
号
線
の
八
軒
公
民
館
前
か

ら
役
場
西
交
差
点
ま
で
と
、
２
―
１
５

１
号
線
の
「
和な

ご
み

の
郷
」
南
の
信
号
交
差

点
か
ら
東
へ
、
ふ
る
さ
と
産
業
文
化
館

西
角
交
差
点
ま
で
を
廃
止
し
ま
し
た
。

ま
た
、
２
―
４
４
４
号
線
は
、
昭
和
橋

関
連
取
り
付
け
道
路
改
良
工
事
に
関
し

て
、
拡
幅
さ
れ
る
道
路
下
に
入
る
た
め

廃
止
し
ま
し
た
。

町
道
路
線
を
廃
止
し
た
路
線
の
変
更

と
し
て
、
９
号
線
を
「
和
の
郷
」
南
信

号
交
差
点
か
ら
東
へ
向
か
い
役
場
西
交

差
点
ま
で
と
し
、
73
号
線
を
八
軒
公
民

館
前
か
ら
ふ
る
さ
と
産
業
文
化
館
西
角

の
交
差
点
ま
で
と
し
て
、
改
め
て
認
定

し
ま
し
た
。

平成16年４月10日� （６）

第
1
回
町
議
会
定
例
会
は
、
3
月
8
日
か
ら
18
日
ま
で
の
会
期
11
日
間
で
開

か
れ
、
ポ
イ
捨
て
お
よ
び
犬
の
ふ
ん
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定
を
は
じ

め
平
成
16
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
予
算
な
ど
21
案
件
（
町
長
提
出
20
件
・

議
員
提
出
1
件
）
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
結
果
、
議
員
提
出
議
案
を
除
き
原
案

ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
16
年
度
一
般
会
計
ほ
か
5
会
計
予
算
可
決

ポ
イ
捨
て
・
犬
の
ふ
ん
害
防
止
条
例
を
制
定

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
市
村
正
男
さ
ん

群
馬
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
規
約
の
変
更

群
馬
県
市
町
村
会
館
管
理

組
合
規
約
の
変
更

ポ
イ
捨
て
お
よ
び
犬
の
ふ
ん
害

の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定

下
水
道
施
設
の
設
置
お
よ
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

小
口
資
金
融
資
促
進
条
例
の

一
部
改
正

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

町
道
路
線
の
廃
止

町
道
路
線
の
認
定

町

長

提

出

議

案

第1回町議会定例会


